
令和２年度 第２回 吹田市子ども・子育て支援審議会 

令和３年(2021年)２月 15日（月） 

18：30～ 

吹田市役所 高層棟４階 特別会議室 

 

次    第 

１ 案 件 

  意見聴取案件 

(１) 特定教育・保育施設等の利用定員の設定等について  

  報告案件 

(２) 吹田市立児童会館条例及び吹田市立児童会館条例施行規則の一部改正につい

て  

(３) 千里新田幼稚園及び江坂大池幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行につ

いて  

(４) 第２期吹田市障がい児福祉計画について  

(５) 令和３年度 保育所等利用申込一斉受付・利用調整状況について  

(６) 留守家庭児童育成室の委託について  

(７) 令和３年度 留守家庭児童育成室 入室申請受付状況について  

(８) その他 

資 料 

資料１ 特定教育・保育施設等の利用定員の設定等について 

資料２ 吹田市立児童会館条例及び吹田市立児童会館条例施行規則の一部改正

について 

資料３ 千里新田幼稚園及び江坂大池幼稚園の幼保連携型認定こども園への移

行について 

資料４ 第２期吹田市障がい児福祉計画について 

資料５ 令和３年度 保育所等利用申込一斉受付・利用調整状況について 

資料６ 留守家庭児童育成室の委託について 

資料７ 令和３年度 留守家庭児童育成室 入室申請受付状況について 



【２・３号認定子ども】 （単位：人）

1・2歳児 小計 0歳児 1・2歳児 小計

豊津・江坂・南吹田地域、千里山・佐井寺地域

私 保 48 26 32 80 48 6 26 32 70→80

私 小 14 19 19 5 14 19 Ａ型 ※⑵

私 小 13 19 19 6 13 19 Ａ型 ※⑵

48 53 70 118 48 17 53 70

山田・千里丘地域、ニュータウン地域

私 保 66 24 33 99 66 9 24 33 80→99

66 24 33 99 66 9 24 33

114 77 103 217 114 26 77 103

計

認可定員（認定定員）

資料 1

計

確認による利用定員

特定教育・保育施設等の利用定員の設定等について

施設名 備考
２号

３号
２号

３号
0歳児

令和3年（2021年）2月15日

児 童 部 保 育 幼 稚 園 室
子ども・子育て支援審議会資料

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所

保育所、認定こども園

幼稚園、認定こども園

認定区分

１号認定子ども

２号認定子ども

３号認定子ども

対象者

保育を必要とする事由に該当する満３～５歳児

幼稚園等で教育を希望する満３～５歳児

保育を必要とする事由に該当する０～２歳児

主に利用できる施設等

※⑴　左欄の「公」は公立、「私」は私立を意味し、次欄の「こ」は認定こども園、「保」は保育所、「幼」は幼稚園、「小」は
　小規模保育事業を意味します。また、類型については備考欄に記載しています。

小計 9

小計

万博れんげ保育園 9 99

※⑵　新設により新たに利用定員を協議する施設であり、現在の利用定員からの増減はありません。

80

26合計

17

217

5 19（仮称）じぶんみらい保育園 吹田垂水

99

118

トレジャーキッズかすが保育園 6

（仮称）千里山くじら小規模保育園 6 19
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令和３年（2021年）2月15日 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 子 育 て 政 策 室 

 

吹田市立児童会館条例及び吹田市立児童会館条例施行規則の一部改正について 
 

１ 概要 

令和２年（２０２０年）１月に定めた北千里小学校跡地複合施設建設整備基本計画

に基づき、北千里小学校跡地（吹田市古江台３丁目８番）に、児童センター、地区公

民館、図書館の３施設からなる複合施設を設置します。 

これら３施設においては、複合施設であるという特徴を生かし、一体となって、各

施設の利用者の世代間交流の促進を図るための多世代交流事業を実施し、地域の活性

化に寄与します。 

また、多世代交流事業、施設の使用許可、施設の維持管理等の業務について、民間

のノウハウを活用することで効率的かつ効果的に管理運営ができるよう指定管理者

制度を導入します。 

指定管理者については、複合施設を管理できる事業者を広く募集するため、その要

件を拡大します。 

また、市の附属機関は、市の事務について審議・調停・調査を行うものですが、各

児童会館・児童センターの運営委員会は、児童館の運営について意見や助言、行事等

への協力をいただく場であることから、その位置付けを見直すものです。 

これらに必要な事項を定めるため、条例及び規則を一部改正するものです。 

 

２ 条例及び規則の改正内容 

（１）児童センターの設置 

吹田市古江台３丁目８番に「吹田市立北千里児童センター」を設置します。 

（２）事業 

既存の吹田市立児童会館の事業に加え、北千里児童センターにおいては、地

域の活性化に資するため、併設の地区公民館及び図書館と連携して世代間の

交流の促進を図るための事業を行います。 

（３）開館時間及び休館日 

北千里児童センターの開館時間は午前 10 時から午後 6 時までとし、休館日

は 12月 29日から 1月 3日までとします。 

（４）指定管理者の要件 

「地域住民団体」から「法人その他の団体」に変更します。 

（５）運営委員会の位置付け 

市長の附属機関として設置されている運営委員会を廃止し、規則に基づき、

非常勤特別職として（仮称）運営委員を置きます。現在運営委員会の担ってい

る役割は、同委員で構成する（仮称）運営委員会議が担うこととします。 

 

３ 施行予定年月日 

  令和４年（２０２２年）１１月から施行します。ただし、指定管理者の要件の拡大

及び運営委員会の位置付けの変更に係る改正は、令和３年（２０２１年）４月１日か

ら施行します。 



No.
テーマ

（件数）
意見（要約）

1

指定管理者

制度

（63件）

・指定管理者制度にはしないで、市の直営で運営してほしい

・指定管理者制度の運営となると、災害時の市の責任と対応はどうなるのか

・指定管理者が運営する児童センターがきちんと直営と同じように運営できている

か把握することが可能か

・市民との協働の視点から、地域住民団体が優先して選定されるよう、加点項目を

いれてほしい

2

指定管理者

の要件等

（17件）

・指定管理者の要件を地域住民で組織される団体から民間企業にまで拡大しないで

ほしい

・「法人その他団体」ではなく、「地域住民団体、法人その他団体」というように

地域住民団体を頭出しした条文にしてほしい

3

児童セン

ターの運営

（9件）

・単独の施設として運営してほしい。

・児童館閉館後、中高生への開放をしてほしい

・開館時間を再考してほしい

4
人員

（13件）

・他の児童センターで経験を積んだ児童厚生員を配置してほしい

・児童センター専任の館長を配置してほしい

・18歳までの子どもに対応できるようカウンセラー等の常駐を市の職員でしてほし

い

5

複合施設の

管理運営

（32件）

・公民館、図書館、児童センターは役割も機能、求められる専門性も異なるので、

一つの事業者に委ねることは疑問・反対である

・公民館、図書館、児童センターは別のフロアに分けてほしい

吹田市立児童会館条例及び吹田市立児童会館条例施行規則の一部改正に対する市民意見[集約]

１　意見提出期間　　令和2年（2020年）10月23日（金）～11月24日（火）

２　意見提出件数　　141件（97通）

３　主な提出意見　　　　以下のとおり
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令和３年（2021年）２月15日  

子ども・子育て支援審議会資料 

児 童 部 子 育 て 政 策 室 

 

 

千里新田幼稚園及び江坂大池幼稚園の 

 幼保連携型認定こども園への移行について 

 

１ 趣旨 

本市では、これまで、「吹田市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、新たな保育所の整備

及び幼稚園の認定こども園への移行により、待機児童対策に取り組んできました。しかしなが

ら、今後も入所不可となる児童数が多く発生すると見込まれており、特に千里山・佐井寺地域

と豊津・江坂・南吹田地域において多く見込まれていることから、対策が必要となっています。 

そうしたことから、新たな保育枠の確保を目的とし、これらの地域にある千里新田幼稚園及

び江坂大池幼稚園を令和４年（2022年）４月に幼保連携型認定こども園へ移行します。 

 

２ 園の概要 

 移行前 移行後 

園名 

所在地 

千里新田幼稚園 

春日４丁目10番１号 

（仮称）千里新田こども園 

（左記に同じ） 

江坂大池幼稚園 

江坂町３丁目13番１号 

（仮称）江坂大池こども園 

（左記に同じ） 

受入年齢 ４・５歳児 ３～５歳児 

定員 100人（４歳児30人、５歳児70人） 85人（３歳児25人、４・５歳児30人） 

開園日 月～金曜日 月～土曜日 

開園時間 午前９時～午後５時 午前７時～午後７時 

 

３ 改修工事 

   園内に給食調理室及び親子教室などを行う子育て支援室を設置します。 

 

４ パブリックコメント 

   実施期間：令和２年（2020年）11月11日～同年12月10日 

   意見件数：29件（21通） 

   主な意見：０歳児から５歳児まで過ごせる施設としてほしい。 

        認定こども園ではなく、保育所を整備してほしい。 

 

５ スケジュール 

   令和３年（2021年）２月 市議会に吹田市立教育・保育施設条例の一部改正案、改修工事費

等の関係予算案を提出 

〃    ７月 工事着工 

〃    11月 工事完了 

令和４年（2022年）２月 子ども・子育て支援審議会に利用定員の設定について意見聴取 

〃    ４月 幼保連携型認定こども園へ移行 
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令和３年（2021年）2月15日 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 子 育 て 政 策 室 

 

第２期吹田市障がい児福祉計画について 

 

１ 概要 

   障がい児福祉計画は、児童福祉法第33条の20に基づき策定するもので、障がいのある

児童の健やかな育成を支援するため、本市における障がい児通所支援及び障がい児相談

支援の種類ごとの具体的な実施内容、必要な見込量、その確保のための方策等を定める

計画です。 

   現在、令和３年度（202１年度）から3年間の計画期間である「第２期吹田市障がい児

福祉計画」の策定を進めており、本年3月に完成する予定です。 

   なお、計画策定にあたっては、本市の附属機関である吹田市社会福祉審議会に諮問し、

同審議会の障がい者施策推進専門分科会での調査審議を経て答申をいただいています。 

 

2 計画の構成 

 ⑴ 基本的な考え方 

ア 地域支援体制の構築 

イ 保育、保健医療、教育等の関係機関と連携した支援 

ウ 地域社会への参加・包容の推進 

エ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備  

オ 障がい児相談支援の提供体制 

⑵ 成果目標 

（障がい児支援の提供体制の整備についての成果目標とそれに係る主な取組を記載）  

⑶ 障がい児支援の利用見込みとその確保策 

（障がい児通所支援サービスの利用見込みや保育所等における障がい児等の利用見込み等を記載） 

 

３ 計画策定過程及び今後の予定 

令和２年（2020年）8月 第１回分科会 

   〃     11月 第２回分科会 

         11月 第１回障がい者福祉事業推進本部幹事会及び本部会 

   〃     12月 第３回分科会（答申） 

         12月 パブリックコメント（～令和３年１月２０日） 

令和３年（2021年）2月 第２回障がい者福祉事業推進本部会 

   〃      3月 大阪府との法定協議 

          3月 計画策定 

 



令和３年度　保育所等利用申込一斉受付・利用調整状況について

単位：人

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

私立保育所・認定こども園 1,893 435 739 314 285 84 36

公立保育所・認定こども園・小規模保育事業所 649 125 203 98 161 44 18

私立小規模保育事業所等 128 40 71 17

2,670 600 1,013 429 446 128 54

29 2 7 2 7 5 6

2,699 602 1,020 431 453 133 60

△ 120 △ 54 △ 31 25 △ 19 △ 36 △ 5

※申込人数は、一斉受付期間中の数字（令和2年9月23日～10月23日）

単位：人

継続 新規 就労等 求職

私立保育所・認定こども園 4,846 4,777 3,790 987 69 501 406 95

公立保育所・認定こども園・小規模保育事業所 2,089 2,016 1,538 478 73 155 108 47

私立小規模保育事業所等 729 641 377 264 88 30 13 17

7,664 7,434 5,705 1,729 230 686 527 159

41 33 8 15 15 0

7,475 5,738 1,737 230 701 542 159

△ 63 △ 28 △ 2 △ 26 △ 99 △ 92 △ 43 △ 49

※利用調整状況は、令和3年1月18日時点

令和３年度保育所等の利用申込状況（一斉申込受付分）

令和３年度保育所等利用調整状況（一斉申込受付分）

保育所等申込人数

利用枠
利用児童数

空き
未利用児童数

市
内

市内合計

市外合計

　総合計

令和２年度との比較

令和２年度との比較

児
童
部
保
育
幼
稚
園
室

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
審
議
会
資
料

令
和
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年
（
2
0
2
1
年
）
2
月
1
5
日

市
内

市内合計

市外合計

　総合計

資
料
５



令和 3 年（2021 年）2 月 15 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
地域教育部放課後子ども育成課 

 

 

留守家庭児童育成室の委託について 

 

令和３年度からの留守家庭児童育成室の委託事業者 

育成室名 委 託 事 業 者 

東佐井寺 

事業者：株式会社セリオ 代表取締役 若濵 久 

実 績：（放課後児童健全育成事業）佐井寺・山手育成室、大阪市、堺市ほか 

    （保育事業）認可保育園２０園（うち市内３園）、小規模保育園９園ほか 

西山田 

事業者：特定非営利活動法人スポキッズ 理事長 宮﨑 拓哉 

実 績：（放課後児童健全育成事業）吹六育成室、草津市、長崎県諫早市ほか 

    （保育事業）小規模保育園３園ほか 

 

 

 

参 考：現在契約している留守家庭児童育成室の委託事業者 

育成室名 委託開始年度 委 託 事 業 者 

千里丘北 平成 27年度 社会福祉法人光聖会 

山三 

平成 28年度 

社会福祉法人光聖会 

青山台 社会福祉法人大阪キリスト教女子青年福祉会 

千里たけみ 平成 29年度 社会福祉法人千里聖愛保育センター 

佐井寺 

平成 30年度 

株式会社セリオ 

北山田 新都共栄株式会社 

藤白台 社会福祉法人波除福祉会、社会福祉法人燦愛会 

桃山台 社会福祉法人耀き福祉会 

吹六 令和元年度 特定非営利活動法人スポキッズ 

山手 令和２年度 株式会社セリオ 
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令和3年1月22日現在

(うち要配慮児) (うち要配慮児) (うち要配慮児) (うち要配慮児) ５年生 ６年生

1 吹一 23 (2) 21 (1) 13 12 (2) 69 (5)

2 吹二 21 (1) 9 (1) 9 (2) 4 43 (4)

3 吹三 34 (2) 20 25 18 97 (2)

4 東 16 15 (1) 10 7 (1) (1) 50 (3)

5 南 65 (2) 57 (1) 42 (1) 22 (2) 186 (6)

6 吹六 21 (1) 21 13 12 (2) (1) 68 (4)

7 千一 50 (1) 38 (1) 39 (1) 26 (2) 155 (5)

8 千二 68 (1) 47 (2) 47 (2) 33 (2) (1) 198 (8)

9 千三 56 (2) 56 (2) 39 (2) 36 (2) (1) 188 (9)

10 千里新田 32 33 (1) 31 28 124 (1)

11 佐井寺 28 (1) 29 30 (1) 11 (1) 99 (3)

12 東佐井寺 33 32 (1) 18 (1) 7 90 (2)

13 岸一 18 8 16 12 54

14 岸二 55 (3) 34 (2) 29 (1) 26 (2) (1) (4) 149 (13)

15 豊一 68 (2) 49 (4) 44 24 (1) 185 (7)

16 豊二 29 (1) 28 16 10 (2) 83 (3)

17 江坂大池 18 (1) 28 21 (1) 9 76 (2)

18 山手 38 51 (1) 37 (1) 16 (1) 143 (3)

19 片山 50 (2) 56 42 (4) 28 (1) (1) (1) 178 (9)

20 山一 31 24 (2) 26 (1) 13 94 (3)

21 山二 43 (1) 32 (2) 26 (2) 22 (1) (2) (1) 126 (9)

22 山三 24 (2) 19 21 11 75 (2)

23 山五 7 3 12 5 (1) 27 (1)

24 東山田 65 (2) 53 (4) 59 (1) 23 (2) (1) 203 (10)

25 南山田 49 (2) 55 53 (2) 37 (1) (1) 196 (6)

26 西山田 18 27 (3) 26 (1) 11 (1) 82 (5)

27 北山田 32 (2) 30 38 (1) 15 (1) 116 (4)

28 千里丘北 105 (3) 70 (1) 41 35 251 (4)

29 佐竹台 61 (4) 65 (3) 48 32 (2) (1) 209 (10)

30 高野台 16 (1) 3 8 (1) 5 (1) (1) 33 (4)

31 津雲台 42 (1) 41 37 (1) 31 (4) 151 (6)

32 古江台 30 (2) 24 (2) 30 12 96 (4)

33 藤白台 51 (1) 43 (1) 45 (1) 16 (1) 155 (4)

34 青山台 12 14 (2) 6 2 (1) 34 (3)

35 桃山台 37 (2) 56 45 (2) 24 (1) (1) 163 (6)

36 千里たけみ 30 (1) 37 (1) 23 18 108 (2)

計 1,376 (46) 1,228 (39) 1,065 (30) 653 (25) (19) (13) 4,354 (172)

２年生 ３年生 ４年生
障がい児
モデル事業

計

(うち要配慮児)

令和3年（2021年）2月15日
子ども・子育て支援審議会資料
地域教育部放課後子ども育成課

令和3年度　留守家庭児童育成室　入室申請受付状況について

育成室
１年生

資料７


